
境川流域総合治水対策協議会及び引地川流域総合治水対策協議会 

合同会議 

日 時：令和５年３月 24 日（金）14:00～ 

場 所：Web 会議（Zoom） 

次  第 

１．開 会 

２．挨 拶 神奈川県県土整備局河川下水道部河港課長 

３．議 題 

１）設置要領の改正について

２）流域治水プロジェクト（案）について

３）取組事例集（案）について

４）今後のスケジュールについて

５）その他（国の動向など）



境川流域総合治水対策協議会及び引地川流域総合治水対策協議会 

合同会議 

 

 

【配布資料リスト】 

 

 
 資料１－１ 境川流域総合治水対策協議会規約 改正（案） 
 
 資料１－２ 引地川流域総合治水対策協議会規約 改正（案） 

 
資料２－１ 境川水系流域治水プロジェクト 更新（案） 
 
資料２－２ 引地川水系流域治水プロジェクト 更新（案） 
 
資料３－１ 境川水系流域治水プロジェクト取組事例集（案） 
 
資料３－２ 引地川水系流域治水プロジェクト取組事例集（案） 
 
資料４   今後のスケジュールについて 
 

資料５－１ 流域治水対策等の主な支援事業 
 
資料５－２ 国土交通省の令和５年度予算概要（水局） 
 
資料５－３ 流域治水施策集 

 

資料５－４ 特定都市河川浸水被害対策法の概要について 

 

 

 



境川流域総合治水対策協議会設置要領 

 

（協議会の設置） 

第１条 流域の急激な都市化の進展と流域の開発に伴い、治水安    

全度の低下が著しい境川において、治水施設の整備を積極的に 

進めるとともに、流域の開発計画、土地利用計画等の調整を図り

つつ、流域の持つ保水・遊水機能の適正な維持、確保等の総合的

な治水対策を講ずるため、境川流域総合治水対策協議会   

（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 協議会は境川流域総合治水対策の効率的かつ円滑な実施

を図るため次の所掌事項を行うものとする。 

１ 境川流域整備計画の実施に関する協議。（ただし、流域水害  

対策計画策定後は、所掌事項から削除する。） 

２ 特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川及び特定

都市河川流域の指定、流域水害対策計画の策定と実施、流域治水

の計画的な推進に関する協議。 

 

（協議会の組織） 

第３条 協議会は、座長及び委員をもって組織する。 

２ 座長は、神奈川県県土整備局河川下水道部長とする。 

３ 委員は、別表１に掲げる者とする。 

４ 座長は、必要があるときは、協議会に委員以外の者の参加を求

めることができる。 
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（幹事会） 

第４条 協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２に掲げる者をもって組織する。 

３ 幹事会は、協議会の協議事項について、あらかじめ協議を行い

協議会の円滑な運営に資するものとする。 

４ 幹事会の座長は、神奈川県県土整備局河川下水道部河港課長と

する。 

５ 幹事会の座長は、必要があるときは幹事会に２に掲げる者以外

の者の参加を求めることができる。 

 

（作業部会） 

第５条 協議会に作業部会を置くことができるものとする。 

２ 幹事会の座長は、協議会の円滑な運営に資するため、協議会

の協議事項に応じて、必要な関係部局からなる作業部会を設置

し、協議会の協議事項について、専門的調査、検討を行う。 

３ 作業部会の座長は、神奈川県県土整備局河川下水道部河港課河

川調査グループのグループリーダーとする。 

４ 作業部会の座長は、必要があるときは作業部会の構成員以外の

者の参加を求めることができる。 

 

（事務局） 

第６条 協議会、幹事会及び作業部会の事務局は、神奈川県県土整

備局河川下水道部河港課に置く。 

 

 

 



（雑 則） 

第７条 この要領に定めるもののほかは、協議会にはかり、定める

ものとする。 

 

   附 則 この要領は、昭和５５年１１月７日から施行する。 

   附 則 この要領は、平成２０年 ４月１日から施行する。 

附 則 この要領は、平成２２年１０月２８日から施行する。 

附 則 この要領は、平成２５年 ８月３０日から施行する。 

附 則 この要領は、平成２７年１１月１９日から施行する。 

附 則 この要領は、平成２８年   ４月  １日から施行する。 

附 則 この要領は、令和 ３年   ３月２６日から施行する。 

附 則 この要領は、令和 ３年   ９月１３日から施行する。 

附 則 この要領は、令和 ５年   ３月    日から施行する。 

 

 



境川流域総合治水対策協議会             別表１ 

○ 印は座長 

東 京 都 ： 総務局総合防災部長 

都市整備局都市づくり政策部長、都市基盤部長 

建設局企画担当部長、河川部長 

 

町 田 市 ：下水道部長、政策経営部長、防災安全部長 

北部・農政担当部長、道路部長、都市づくり部長 

 

横 浜 市 ： 政策局長、総務局危機管理室長、環境創造局長 

建築局長、都市整備局長、道路局長、教育長 

 

相 模 原 市 ： 危機管理局長、環境経済局長、都市建設局長 

 

鎌 倉 市 ： 共生共創部長、市民防災部長 

まちづくり計画部長、都市景観部長、都市整備部長 

 

藤 沢 市 ： 企画政策部長、防災安全部長、経済部長 

計画建築部長、都市整備部長、道路河川部長 

下水道部長 

 

大 和 市 ： 市長室長、政策部長、環境施設農政部長 

街づくり施設部長 

 

神 奈 川 県 ： くらし安全防災局防災部長 

環境農政局総務室長、緑政部長、農水産部長 

県土整備局都市部長、道路部長、○河川下水道部長 

建築住宅部長、教育局総務室長 

以上４６名 



境川流域総合治水対策協議会幹事会       別表 2 
［  ］は座長、○印は各都市の窓口を示す。  

区分  

組織名  

幹   事   会  

部 局 名  職        名  

東 京 

都  

総務局  

都市整備局  

〃  

建設局  

〃  

総合防災部：計画調整担当課長、防災対策課長  

都市づくり政策部：土地利用計画課長  

都市基盤部：施設計画担当課長  

河 川 部：○中小河川計画担当課長、防災課長  

総 務 部：計画担当課長  

町 田 

市  

下水道部  

政策経営部  

防災安全部  

経済観光部  

道路部  

都市づくり部  

〃  

○下水道経営総務課長  

企画政策課長  

防災課長  

農業振興課長  

道路政策課長  

都市政策課長、土地利用調整課長  

開発審査担当課長、公園緑地課長  

横 浜 

市  

政策局  

総務局危機管理室 

環境創造局  

 

〃  

建築局  

〃  

〃  

〃  

都市整備局  

道路局  

〃  

〃  

教育委員会事務局 

政  策  部：政策課担当課長  

危機管理室危機管理部：防災企画課長  

政策調整部：政策課みどり政策調整担当課長  

農  政  部：農政推進課長  

下水道計画調整部：下水道事業マネジメント課長  

企  画  部：企画課長、都市計画課長  

建築防災課がけ狭あい担当課長  

建築指導部：建築企画課長  

宅地審査部：宅地審査課宅地企画担当課長  

企  画  部：企画課長  

計画調整部：企画課長  

道  路  部：維持課長  

河  川  部：〇河川企画課長  

総  務  部：教育政策推進課長  

相 模 原 市 危機管理局  

環境経済局  

〃  

都市建設局 

〃  

〃  

危機管理課長  

農政課長、森林政策課長、水みどり環境課長、  

公園課長  

まちづくり推進部：都市計画課長、開発調整課長  

建築審査課長、市営住宅課長  
土木部：道路計画課長、○河川課長、下水道経営課

長  

鎌  倉 

市  

共生共創部  

市民防災部  

まちづくり計画部  

〃  

都市景観部  

都市整備部  

〃  

企画課長  

総合防災課担当課長  

市街地整備担当課長、深沢地域整備課担当課長  

都市計画課担当課長  

都市調整課長、開発審査課長、みどり公園課長  

道路課長、○下水道河川課長  

農水課担当課長  



区分  

組織名  

幹   事   会  

部 局 名  職        名  

藤 沢 

市  

企画政策部  

防災安全部  

経済部  

計画建築部  

都市整備部  

道路河川部  

下水道部  

企画政策課長  

防災政策課長  

農業水産課長  

建設総務課長、都市計画課長、開発業務課長  

都市整備課長、公園課長、みどり保全課長  

〇河川水路課長  

下水道総務課長  

大 和 

市  
市長室  
政策部  

環境施設農政部 

街づくり施設部  

危機管理課長  
総合政策課長  
農政課長、〇下水道・河川施設課長  
街づくり総務課長、街づくり計画課長  

神 奈 川

県  

くらし安全防災局 

環境農政局  

〃  

〃  

県土整備局  

 

〃  

〃  

 

〃  
〃  

 
 
 

教育局  

防  災  部：危機管理防災課長  

総  務  室：企画調整担当課長  

緑  政  部：森林再生課長  

農水産部：農地課長  

都  市  部：都市計画課長、都市整備課長  

都市公園課長  

道  路  部：道路企画課長  

河川下水道部： [河港課長 ]、防災なぎさ担当課長、  

砂防課長、下水道課長  

建築住宅部：住宅計画課長、建築指導課長  
藤沢土木事務所長、厚木土木事務所東部センター所

長  
厚木土木事務所津久井治水センター所長  
横浜川崎治水事務所長  
総務室管理担当課長  

以上９０名  



引地川流域総合治水対策協議会設置要領 

 

（協議会の設置） 

第１条 流域の急激な都市化の進展と流域の開発に伴い、治水安 

全度の低下が著しい引地川において、治水施設の整備を積極的に

進めるとともに、流域の開発計画、土地利用計画等の調整を図り

つつ、流域の持つ保水・遊水機能の適正な維持、確保等の総合的

な治水対策を講ずるため、引地川流域総合治水対策協議会  

（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、引地川流域総合治水対策の効率的かつ円滑な実

施を図るため、特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河

川及び特定都市河川流域の指定、流域水害対策計画の策定と実施、

流域治水の計画的な推進に関する協議を行うものとする。 

 

（協議会の組織） 

第３条 協議会は、座長及び委員をもって組織する。 

２ 座長は、神奈川県県土整備局河川下水道部長とする。 

３ 委員は、別表１に掲げる者とする。 

４ 座長は、必要があるときは、協議会に委員以外の者の参加を求

めることができる。 

 

（幹事会） 

第４条 協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２に掲げる者をもって組織する。 
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３ 幹事会は、協議会の協議事項について、あらかじめ協議を行い

協議会の円滑な運営に資するものとする。 

４ 幹事会の座長は、神奈川県県土整備局河川下水道部河港課長と

する。 

５ 幹事会の座長は、必要があるときは幹事会に２に掲げる者以外

の者の参加を求めることができる。 

 

（作業部会） 

第５条 協議会に作業部会を置くことができるものとする。 

２ 幹事会の座長は、協議会の円滑な運営に資するため、協議会の

協議事項に応じて、必要な関係部局からなる作業部会を設置し、

協議会の協議事項について、専門的調査、検討を行う。 

３ 作業部会の座長は、神奈川県県土整備局河川下水道部河港課河

川調査グループのグループリーダーとする。 

４ 作業部会の座長は、必要があるときは作業部会の構成員以外の

者の参加を求めることができる。 

 

（事務局） 

第６条 協議会、幹事会及び作業部会の事務局は、神奈川県県土整

備局河川下水道部河港課に置く。 

 

（雑 則） 

第７条 この要領に定めるもののほかは、協議会にはかり、定める

ものとする。 

附 則 この要領は、昭和５５年１１月７日から施行する。 

附 則 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 



附 則 この要領は、平成２２年１０月２８日から施行する。 

附 則 この要領は、平成２５年８月３０日から施行する。 

附 則 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 この要領は、平成３０年３月１日から施行する。 

附 則 この要領は、令和 ３年２月２６日から施行する。 

附 則 この要領は、令和 ５年３月  日から施行する。 

 

 

 

 



引地川流域総合治水対策協議会            別表１ 

○ 印は座長 

 

藤 沢 市 ： 企画政策部長、防災安全部長、経済部長 

計画建築部長、都市整備部長、道路河川部長 

下水道部長 

 

茅 ヶ 崎 市 ： 市民安全部長、建設部長、都市部長、下水道河川部長 

教育総務部長 

 

大 和 市 ： 市長室長、政策部長、環境施設農政部長 

街づくり施設部長 

 

海 老 名 市 ： 市長室長、財務部長、まちづくり部長 

 

座 間 市 ： 市長室長、企画財政部長、都市部長、上下水道局長 

 

綾 瀬 市 ： 市長室長、経営企画部長、都市部長、土木部長 

産業振興部長 

 

神 奈 川 県 ： くらし安全防災局防災部長 

環境農政局総務室長、緑政部長、農水産部長 

県土整備局都市部長、道路部長、○河川下水道部長 

建築住宅部長、教育局総務室長 

 

以上３７名 



引地川流域総合治水対策協議会幹事会       別表 2 

   ［  ］は座長、○印は各市の窓口を示す。  

区分  
組織名  

幹   事   会  
部 局 名  職        名  

藤 沢 市  企画政策部  
防災安全部  

経済部  
計画建築部  
都市整備部  
道路河川部  
下水道部  

企画政策課長  
防災政策課長  
農業水産課長  
建設総務課長、都市計画課長、開発業務課長  
都市整備課長、公園課長、みどり保全課長  
○河川水路課長  
下水道総務課長  

茅  ヶ  崎市  市民安全部  
建設部  
都市部  

農業委員会事務局 
下水道河川部  
教育総務部  

防災対策課長  
道路管理課長  
開発審査課長      
農業委員会事務局長  
○下水道河川建設課長、下水道河川管理課長  
教育施設課長  

大 和 市  市長室  
政策部  

環境施設農政部 

街づくり施設部  

危機管理課長  
総合政策課長  
農政課長、〇下水道・河川施設課長  
街づくり総務課長、街づくり計画課長  

海 老 名 市 市長室  
財務部  

まちづくり部 

危機管理課長  
企画財政課長  
○下水道課長、都市計画課長  

座 間 市  市長室  
企画財政部  

都市部  
上下水道局  

危機管理課長  
企画政策課長  
都市計画課長  
○下水道施設課長  

綾 瀬 市 市長室  
経営企画部  
産業振興部  

都市部  
土木部  

危機管理課長  
企画課長  
農業振興課長  
都市計画課長、  
○下水道課長  

神 奈 川 県 くらし安全防災局 
環境農政局  

〃  
〃  

県土整備局  
 

〃  
〃  

 
〃  

 
 

教育局  

防災部：危機管理防災課長  
総務室：企画調整担当課長  
緑政部：森林再生課長  
農水産部：農地課長  
都市部：都市計画課長、都市整備課長  

都市公園課長  
道路部：道路企画課長  
河川下水道部： [河港課長 ]、防災なぎさ担当課長  

砂防課長、下水道課長  
建築住宅部：住宅計画課長、建築指導課長  
藤沢土木事務所長  
厚木土木事務所東部センター所長  
総務室管理担当課長  

以上５４名



 



※境川水系の管理区分
・境川（本川） ：神奈川県、東京都
・支川（宇田川、平戸永谷川）：横浜市
・その他の支川 ：神奈川県

境川水系 流域治水プロジェクト【位置図】
～流域の市街化が著しい都市河川における流域治水 ～

二級水系
流域治水プロジェクト

○ 令和元年東日本台風
では、各地で戦後最大
を超える洪水により甚
大な被害が発生したこ
とを踏まえ、境川水系
においても、ハード・
ソフト一体となった実
効性のある事前防災対
策を加速していくため
に、特定都市河川浸水
被害対策法に基づき、
以下の取組を実施して
いくことで、年超過確
率1/10※1（時間雨量
約60ｍｍ）の規模の
洪水を安全に流下させ、
流域における浸水被害
の軽減を図る。

■被害対象を減少させるための対策
・沿川における区域区分、用途地域の設定
・災害リスクを踏まえた立地適正化計画の推進と立地抑制・
移転の誘導
・水災害リスク情報の充実､水災害リスク情報空白地帯の解消
・農地における保水・浸透機能を高める取組
・土地区画整理事業等における水害リスク低減の取組 等

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・ハザードマップの改良、周知、活用
・危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラ等の設置更新
・水位計・河川監視カメラの増設及び管理
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施
・防災教育や防災知識の普及
・避難情報の発令に着目したタイムラインの検証・見直し
・要配慮者利用施設への対応等を考慮した避難計画
の作成および避難訓練の実施

・マイ・タイムラインの取組推進
・水防活動の効率化及び水防体制の強化に向けた取組
・公共施設等の耐水化
・移動式排水設備（排水ポンプ車等）の整備・運用
・水災害リスク情報の充実、水災害リスク情報空白地帯
の解消 等

※ 具体的な対策内容については、今後、調査・検討等により変更となる場合がある。
※ 河川管理上必要な河道掘削や樹木伐採を適宜実施する。

藤沢市

鎌倉市

横浜市

大和市

相模原市

護岸整備、河道掘削、洪水調節施設整備

河道掘削

町田市

河道掘削

護岸整備、河道掘削

境川遊水地

河道掘削

護岸整備、河道掘削

護岸整備、河道掘削、河道拡幅本郷・根岸遊水地

風間遊水地整備

境川遊水地（神奈川県）

金井遊水地

洪水調節施設整備

準用河川の河道整備
（横浜市）

舞岡川

飯島雨水調整池
（横浜市）

栄第二水再生センター第４ポンプ施設
柏尾川右岸雨水幹線（横浜市）

河道掘削

河道掘削
河道掘削
洪水調節
施設整備

準用河川の河道整備（鎌倉市）

家屋倒壊等氾濫想定区域の居住誘導区域からの除外
※境川上流部から相模原市域まで（相模原市）

校庭貯留施設の管理
境川流域17か所
（相模原市）

凡 例
流域界
洪水調節施設（実施済）
雨水貯留施設（実施済）
下水道施設（新規）

河道掘削

いたち川

※1 東京都管理区間は年超過確率1/20（時間雨量概ね65㎜）に対応した洪水調節施設を含む

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・護岸整備、河道拡幅、河道掘削、洪水調節施設整備
・下水道等による雨水排水施設、雨水貯留施設の整備
・下水道施設の耐水化
・持続可能な施設能力の維持（既存遊水地の長寿命化
対策、河道内の堆積土砂の撤去等）

・校庭貯留施設の管理
・自然地の保全、森林の整備
・雨水貯留浸透施設の設置促進や管理による河川への
流出抑制の取組
・一定規模以上の開発行為に対する雨水貯留・浸透施
設の設置を義務付け

・グリーンインフラを活用した公園・緑地の整備
・雨水浸透阻害行為の指導
・急傾斜地崩壊防止施設の整備
（「いのち」と「くらし」を守る土砂災害対策） 等

河道掘削

東
京
都
管
理
区
間

境川

小松川

本沢

柏尾川新規遊水地整備

相鉄橋梁架替

鵠沼東部１号貯留管（藤沢市）

急傾斜地崩壊防止施設の整備
（「いのち」と「くらし」を守る土砂災害対策）

河道掘削

境川金森調節池整備

境川木曽東調節池整備

河道掘削

境川中流第三調節池（仮称）整備

河道拡幅、橋梁架替

河道拡幅、橋梁架替

R3.9策定
R5.3更新

（仮称）鵠沼東部雨水ポンプ場

風間遊水地（神奈川県）

（案）資料2‐1



境川水系 流域治水プロジェクト【ロードマップ】
～流域の市街化が著しい都市河川における流域治水 ～

二級水系
流域治水プロジェクト

区分 対策内容 実施主体
工程

短期 中期 中長期

氾濫をできる
だけ防ぐ・
減らすための
対策

護岸整備、河道拡幅、河道掘削
神奈川県

東京都、横浜市

河道拡幅
河道掘削

横浜市

護岸整備、河道拡幅（準用河川）
横浜市
鎌倉市

洪水調節施設整備

神奈川県
東京都

横浜市

ポンプ施設の整備
雨水貯留施設の整備

横浜市

藤沢市

町田市

校庭貯留施設の管理 相模原市

グリーンインフラを活用した公園・緑地
の整備 横浜市

雨水浸透阻害行為の指導 流域都県・６市

被害対象を
減少させる
ための対策

沿川における区域区分、用途地域の
設定 横浜市

「家屋倒壊等氾濫想定区域」を居住誘
導区域から除外

相模原市

土地区画整理事業等における水害
リスク低減の取組 鎌倉市

被害の軽減、
早期復旧・
復興のための
対策

ソフト対策のための整備
神奈川県、東京都、
横浜市、鎌倉市

避難体制等の強化 流域都県・６市

気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

境川（神奈川県管理区間）、柏尾川

阿久和川（橋際橋～村下橋）、いたち川（紅葉橋～神戸橋）

境川（神奈川県管理区間）、柏尾川

※流域都県・６市
神奈川県、東京都、
横浜市、相模原市、鎌倉市、
藤沢市、大和市、町田市

危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラ等の観測機器の設置拡大

境川（東京都管理区間）

和泉川、いたち川、舞岡川、阿久和川、
宇田川、平戸永谷川

舞岡川（右支川合流～道岐橋）

新川（河道整備）風間遊水地完成 柏尾川新規遊水地完成

遊水地（舞岡川・和泉川・阿久和川・
宇田川・宇田川第二・平戸永谷川）

相鉄橋梁架替完成

栄第二水再生センター第４ポンプ施設の整備
戸塚、笠間ポンプ場の再構築

（仮称）柏尾川右岸雨水幹線、飯島雨水調整池の整備

校庭貯留施設の管理

（仮称）鵠沼東部雨水ポンプ場、雨水貯留施設の整備

新設道路整備に伴う雨水貯留施設の整備

浸水の恐れのある地域については、原則として新たに低層住居専用地域の指定は行わないなど、
用途地域の選定にあたり考慮する。

立地適正化計画において、「家屋倒壊等氾濫想定区域」を居住誘導区域から除外

大規模氾濫減災協議会における取組方針に基づき実施

〇 境川では、都、県、市が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。
【短 期】 河川における対策として、洪水調節施設（風間遊水地、境川金森調節池、境川木曽東調節池、境川中流第三調節池（仮称））を整備し、狭窄

部等の護岸整備・河道拡幅を進めるとともに、順次河道掘削を進める。
【中 期】 相鉄橋梁架替や柏尾川新規遊水地を完成させ、新たな洪水調節施設の整備に着手する。また、引き続き、狭窄部等の護岸整備・河道拡幅を進

めるとともに、順次河道掘削を進める。
【中長期】 引き続き、狭窄部等の護岸整備・河道拡幅や河道掘削を進めるとともに、洪水調節施設の完成を目指す。
○ あわせて、流域の市街地率が７割を越えてなお市街化が進行している状況を踏まえ、内水被害軽減対策（雨水貯留施設の新設等） 及び市街化の進展に
伴う雨水流出量の増大を抑制する雨水貯留浸透施設整備の推進等の流域における対策、タイムラインの活用等のソフト対策を実施。

境川特定都市河川流域内の法規制によるもの

境川（東京都管理区間）

境川金森調節池・
境川木曽東調節池取水開始

境川中流第三調節池（仮称）
取水開始

雨水浸透機能を持つ公園・緑地等の整備

R3.9策定
R5.3更新（案）

深沢地域整備事業（計画規模1/100の降雨で浸水しない造成工事）



引地川水系 流域治水プロジェクト【位置図】
～流域の市街化が著しい都市河川における流域治水 ～

二級水系
流域治水プロジェクト

引地川

蓼川

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・護岸整備、河道拡幅、河道掘削、洪水調節施設整備
・下水道等による雨水排水施設、雨水貯留施設の整備
・防災調節池、浸透ます、浸透管の整備
・透水性舗装の整備
・一定規模以上の開発行為に対する雨水貯留・浸透
施設の設置を義務づけ
・雨水浸透阻害行為の指導
・急傾斜地崩壊防止施設の整備
（「いのち」と「くらし」を守る土砂災害対策）等

下土棚遊水地整備

※ 具体的な対策内容については、今後、調査・検討等により変更となる場合がある。
※ 河川管理上必要な河道掘削や樹木伐採を適宜実施する。

凡 例

流域界
指定区間
雨水貯留施設(実施済)

厚木基地

海老名市

■被害対象を減少させるための対策
・災害リスクを踏まえた立地適正化計画の推進及び
立地抑制
・水災害リスク情報の充実、水災害リスク情報空白
地帯の解消 等 東

海
道
本
線

藤沢市

座間市
綾瀬市

大和市

茅ヶ崎市

大庭遊水地

河道掘削

河道掘削

護岸整備、河道掘削、河道拡幅
洪水調節施設整備

相模湾

江の島
護岸整備、河道掘削

河道拡幅

※ 藤沢市計画分の貯留施設については、現在見直し中のため図示していない。

○ 令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、引地川水系においても、
ハード・ソフト一体となった実効性のある事前防災対策を加速していくために、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、以下の
取り組みを実施していくことで、年超過確率1/10（時間雨量約60ｍｍ）の規模の洪水を安全に流下させ、流域における浸水被害
の軽減を図る。

羽鳥貯留管

昭和51年9月 台風17号
（藤沢市 大庭鷹匠橋（旧北の谷橋）付近）

南林間雨水調整池

藤
沢
駅

下土棚遊水地
（建設中）

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラ等の設置・更
新
・避難情報の発令に着目したタイムラインの検証・見直し
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施
・ハザードマップの改良、周知、活用
・要配慮者利用施設への対応等を考慮した避難計画の作成
および避難訓練の実施
・マイ・タイムラインの取組推進
・防災教育や防災知識の普及
・水防活動の効率化及び水防体制の強化に向けた取組
・水災害リスク情報の充実、水災害リスク情報空白地帯の
解消
・橋梁の流失防止対策 等

橋梁の流失防止対策
（神奈川県）

準用河川の河道整備一色川

流域の市街化が著しい引地川

R5.3更新
R3.3策定(案）資料2-2



引地川水系 流域治水プロジェクト【ロードマップ】
～流域の市街化が著しい都市河川における流域治水 ～

二級水系
流域治水プロジェクト

〇 引地川では、流域水害対策計画に係る浸水被害対策をベースに、県、市が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。
【短 期】 河川における対策として、下土棚遊水地に引き続き、上流の新規洪水調節施設整備に向けた検討に着手する。また、引地川と蓼川の合流点付

近の護岸整備・河道拡幅を完成させるとともに、順次河床掘削を進める。
【中 期】 引地川・蓼川合流点付近上流区間の護岸整備・河道拡幅を進めるとともに、引き続き河道掘削を進める。また、新規洪水調節施設の用地取得

および工事に着手。
【中長期】 引き続き、引地川・蓼川の上流部の護岸整備・河道拡幅を進めるとともに、新規洪水調節施設の完成を目指す。
○ あわせて、流域の市街地率が７割を越えてなお市街化が進行している状況を踏まえ、内水被害軽減対策（雨水貯留施設の新設等） 及び市街化の進展に
伴う雨水流出量の増大を抑制する雨水貯留浸透施設整備の推進等の流域における対策、タイムラインの活用等のソフト対策を実施。

区分 対策内容 実施主体
工程

短期 中期 中長期

氾濫をできる
だけ防ぐ・
減らすための
対策

護岸整備、河道拡幅 神奈川県

護岸整備、河道拡幅 神奈川県

流下能力を向上させる河道掘削 神奈川県

洪水調節施設整備 神奈川県

準用河川における河道整備 藤沢市、綾瀬市

下水道等の排水施設・雨水貯留施
設、排水機場等の整備

藤沢市

防災調節池、浸透ます、浸透管の整
備

神奈川県、流域６市

一定規模以上の開発行為に対する
雨水貯留施設等の設置義務づけ

神奈川県、流域６市

被害対象を
減少させる
ための対策

土地の水災害リスク情報の充実 神奈川県

被害の軽減、
早期復旧・
復興のための
対策

ソフト対策のための整備 神奈川県

避難体制等の強化 神奈川県・流域６市

気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

中流部（引地川・蓼川藤沢市域）

上流部（引地川大和市域、蓼川綾瀬市域）

準用河川（一色川）

大規模氾濫減災協議会に
おける取組方針の設定

護岸整備・河道拡幅の完了箇所
から順次実施

引地川流域水害対策計画に基づく公共対策として推進

引地川特定都市河川流域内の法規制によるもの

※流域６市：藤沢市、茅ケ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市

危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラ等の設置・更新
（神奈川県）

引地川の河道整備と
合わせて実施

準用河川（比留川）

R5.3更新
R3.3策定(案）



流域治水プロジェクトの取組事例集
（境川流域）

（境川流域総合治水対策協議会）

資料3-1

（案）



実施状況

対策内容 実施主体
工 程

短期 中期 中長期

河川改修事業に
よる河道整備 神奈川県

洪水氾濫対策
【河道掘削】

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らす
ための対策

● 境川水系においては、「境川水系河川整備計画（平成27年４月）」に基づき、時間雨量約60mmの降雨に
よる洪水を安全に流下させるため、河道整備等（河道掘削、護岸整備、橋梁架替、洪水調節施設等）を進
めている。

神奈川県

境川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

神奈川県、東京都、横浜市

施工状況平面図

【凡例】
整備済みの区間（～R3）
今後の整備区間（R4～）
他事業による整備区間

河道掘削

整備イメージ

写真

■河道整備の一例

整 備 箇 所

1



実施状況

準
用
河
川
改
修
事
業
区
間

洪水氾濫対策
【河川改修事業による河道整備［流域市町］】

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らす
ための対策

● 境川水系準用河川舞岡川においては、時間雨量約50mmの降雨による洪水を安全に流下させるため、準用
河川改修事業等により河道整備を進めている。

横浜市

境川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

横浜市、神奈川県

平面図

対策内容 実施主体
工 程

短期 中期 中長期

河川改修事
業による河
道整備

横浜市

護岸整備

現況河川
計画河川

舞岡川

柏
尾
川

（©横浜市財政局地図情報システムデータ）
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実施状況

対策内容 実施主体
工 程

短期 中期 中長期

洪水調節施設整備 神奈川県

洪水氾濫対策
【洪水調節施設整備】

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らす
ための対策

● 境川水系においては、「境川水系河川整備計画（平成27年４月）」に基づき、時間雨量約60mmの降雨に
よる洪水を安全に流下させるため、河道整備等（河道掘削、護岸整備、橋梁架替、洪水調節施設等）を進
めている。

神奈川県

境川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

神奈川県、東京都、横浜市

風間遊水地

【施設概要】
○面積 ：約１ha
○貯水容量 ：約２万㎥

■実施状況整備前 整備後

断面図
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実施状況

対策内容 実施主体

工 程

短期 中期 中長期

洪水調節施設整備 東京都

洪水氾濫対策
【洪水調節施設整備】

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らす
ための対策

東京都

境川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

東京都、神奈川県、横浜市

境川金森調節池 境川木曽東調節池

● 境川水系においては、「境川水系河川整備計画（平成27年4月）」に基づき、東京都管理区間は年超過
確率1/20（時間雨量約65mm）の規模の洪水を安全に流下させるため、河道整備等（河道掘削、護岸整備、
橋梁架替、洪水調節施設等）を進めている。

【施設概要】

貯留量：約15.1万m3

（25mプール約500杯分）
形 式：地下箱式
工事状況（R5.2末）

【施設概要】

貯留量：約4.9万m3

（25mプール約164杯分）
形 式：地下箱式

完成イメージ

完成イメージ（断面）

工事状況（R5.2末） 完成イメージ

完成イメージ（断面）
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実施状況

雨水貯留機能の向上
【グリーンインフラを活用した公園・緑地の整備】

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らす
ための対策

● 公園等の再整備等に合わせて、植え込みや舗装の地下に砕石層等の貯留浸透施設を導入し、雨水の貯
留・浸透機能を高める改良工事を実施している。

横浜市

境川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

横浜市

状況写真断面図

植え込みの地下に
貯留浸透施設を導入
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実施状況

対策内容 実施主体

工 程

短期 中期 中長期

雨水排水施設の
整備 藤沢市

流域の雨水貯留機能の向上
【雨水貯留施設の整備】

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らす
ための対策

● 一定規模以上の開発行為等に関して雨水貯留施設の整備を義務付けている。
宅内の雨水排水について雨水貯留施設を介して排出することにより、雨水管への放流量の抑制および
平準化を行い、降雨時の市街地における雨水管への負荷を低減するもの。

藤沢市

境川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

藤沢市、横浜市、町田市

整備イメージ

宅内雨水を
ピット内に
一時貯留

ピット内雨水を少しずつ
雨水管へ放流
↓
降雨時の雨水排出量
のピークカット

配置図

【施設概要】
〇敷地面積：3645.57㎡
〇貯留量 ：325.5㎥
〇放流量 ：0.0072㎥/S

雨水貯留ピット

雨水貯留ピット

下部

下部
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実施状況

対策内容 実施主体

工 程

短期 中期 中長期

森林の整備 町田市・受託者
(東京都・委託者)

流域の雨水貯留機能の向上
【森林の整備】

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らす
ための対策

● 東京都環境局の森林再生事業にて、約21haの民有林を2009年度～2011年度に１回目の間伐作業、2012年
度～2014年度に枝打ち作業を行いました。2021年度～2023年度の３ヵ年で２回目の間伐作業を実施中です。
この事業により、山地災害の防止や水源涵養機能等の向上が見込まれます。

町田市

境川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

町田市

平面図

整備イメージ

整備前 整備後

町田市相原町字大地沢作業区域

25年の協定期間中に間伐を2回、枝打ちを１回実施

7



取 組 内 容

対策内容
実施主
体

工 程

短期 中期 中長期

立地適正化計画の
推進 相模原市

リスクが高い区域における立地抑制
【立地適正化計画の推進】

被害対象を
減少させる
ための対策

● 相模原市では、全国的に、人口減少や超高齢化を見据えたまちづくりが必要とされる中、さまざまな課題に対
応するため、新たなまちづくりの指針となる「相模原市立地適正化計画」を令和２年３月策定しました。

● 「家屋倒壊等氾濫想定区域」を居住誘導区域から除外

相模原市

境川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

相模原市、鎌倉市、藤沢市

■立地適正化計画のイメージ

■家屋倒壊等氾濫想定区域

境川
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取 組 内 容

対策内容 実施主体
工 程

短期 中期 中長期

危機管理型水位計・簡易
河川監視カメラの設置 神奈川県

避難体制等の強化
【洪水浸水想定区域の看板設置】

被害の軽減、
早期復旧・復興
のための対策

● 神奈川県では、住民の自主的な避難を促すソフト対策の一環として、洪水浸水想定区域を周知するため、
浸水が想定される県管理河川に、看板の設置を進めている

神奈川県

境川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

神奈川県

■設置状況 ■洪水浸水想定区域の看板事例

写真

境川 鵠沼東

※今後、公表までに見直しを行う可能性があります。9



取 組 内 容

対策内容 実施主体
工 程

短期 中期 中長期

危機管理型水位計・簡易
河川監視カメラの設置 神奈川県

避難体制等の強化
【危機管理型水位計の設置】

被害の軽減、
早期復旧・復興
のための対策

● 住民の適切な避難判断のための水位情報提供を目的に、これまで水位計の無かった箇所でも水位把握で
きるよう、洪水時の水位観測に特化した低コストな水位計を設置することで、出水時の水位観測により避
難体制の強化を図る。

神奈川県

境川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

神奈川県

・ 洪水が発生した際に、河川周辺の住民の皆様が避難する際に、役立てて
いただくために設置する水位計。

・ 河川が未整備のため注意を要する箇所や、学校や病院など、重要な施設

が周辺にある箇所に設置。

■危機管理型水位計とは ■危機管理型水位計の設置事例

■県ホームページから水位状況を確認することが可能 危機管理型水位計
境川 二国橋

※今後、公表までに見直しを行う可能性があります。10



取 組 内 容

対策内容 実施主体
工 程

短期 中期 中長期

水位計・河川監視カメラ
の増設及び管理 鎌倉県

避難体制等の強化
【水位計・河川監視カメラの増設及び管理】

被害の軽減、
早期復旧・復興
のための対策

● 鎌倉市では、住民の適切な避難判断のための水位情報提供を目的に、河川監視カメラ及び水位計を市内

の河川５箇所に設置し、出水時の水位観測により河川周辺の住民の皆様が避難する際に、役立てていただ

くために設置しています。

鎌倉市

境川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

鎌倉市、東京都、横浜市

準用河川小袋谷川、準用河川砂押川、準用河川神戸川、準用河川新川、
普通河川滑川に河川監視カメラ及び水位計を設置しています。

河川監視カメラ画像
（準用河川砂押川）
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取 組 内 容

早期復旧・復興の体制強化
【区市町村との合同排水ポンプ車操作訓練の実施】

被害の軽減、
早期復旧・復興
のための対策

● 毎年、都保有の排水ポンプ車の操作訓練を実施

都職員による排水ポンプ車の操作方法等の説明

水防管理団体職員による排水ポンプ車操作訓練

東京都

境川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

東京都

◆都が主体となり、水防管理団体職員による操作訓練を実施配備台数
〇１０建設事務所で１台ずつ保有し、計１０台配備

特徴

〇水中ポンプは、軽量で簡単に持ち運び可能

〇毎分５㎥の排水が可能な水中ポンプを２台積載

12



流域治水プロジェクトの取組事例集
（引地川流域）

（引地川流域総合治水対策協議会）

資料3-2

（案）



実施状況

対策内容 実施主体
工 程

短期 中期 中長期

河川改修事業に
よる河道整備 神奈川県

洪水氾濫対策
【河道掘削】

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らす
ための対策

● 引地川水系においては、「引地川水系河川整備計画（平成27年４月）」に基づき、時間雨量約60mmの降
雨による洪水を安全に流下させるため、河道整備等（河道掘削、護岸整備、洪水調節施設等）を進めてい
る。

神奈川県

引地川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

神奈川県

河道掘削

【凡例】
整備済みの区間※（～ R4）
今後の整備区間（ R5～）
他事業による整備区間

整備イメージ

整備前 整備後

※時間雨量50ｍｍの暫定河道で整備中

整 備 箇 所■河道整備の一例
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実施状況

対策内容 実施主体
工 程

短期 中期 中長期

洪水調節施設整備 神奈川県

洪水氾濫対策
【洪水調節施設整備】

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らす
ための対策

● 引地川水系においては、「引地川水系河川整備計画（平成27年４月）」に基づき、時間雨量約60mmの降
雨による洪水を安全に流下させるため、河道整備等（河道掘削、護岸整備、洪水調節施設等）を進めてい
る。

神奈川県

引地川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

神奈川県

県
道
　
号

下土棚大橋
22

中村橋

湘南台大橋

下土棚遊水地

平面図

整備状況

【施設概要】
○面積 ：約１４ha
○洪水調節量 ８０ ㎥/s
※洪水時に毎秒80㎥を貯留

○貯水容量 ：約４６万㎥
横断図
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実施状況

対策内容 実施主体
工 程

短期 中期 中長期

河川改修事業に
よる河道整備 藤沢市

洪水氾濫対策
【準用河川における河道整備】

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らす
ための対策

● 一色川は、二級河川引地川の流域の一部であることから、「引地川水系河川整備計画」（平成27年4月 神奈川
県）と整備水準を合わせ、時間雨量約60mmの降雨による洪水を安全に流下させるため、河道整備（河道掘削、護岸
整備等）を進めている。

藤沢市

引地川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

藤沢市、綾瀬市

施工状況

平面図

整備イメージ【凡例】
整備済みの区間
今後の整備区間

（～R4）
（R5～）

河床掘削・拡幅
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実施状況

洪水氾濫対策
【流域の雨水貯留機能の向上】

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らす
ための対策

● 雨水の有効利用及び貯留による河川等への流出抑制を目的として、雨水貯留槽（雨水タンク）購入に掛
かる費用の一部を助成している。

● 今後は、本制度の内容や目的を広く住民へ周知することで雨水貯留槽の購入を促進して流域の雨水貯留
機能を向上させていく。

大和市

引地川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

大和市、藤沢市

直近３か年に設置された雨水貯留槽の容量（単位：L）

雨水貯留槽設置例
本制度開始からの現在までの累計容量 約99,000L（平成13年度～令和4年度）
近年では年度末を待たず、予算額到達により受付を停止している状況である

年度
流域 引地川 境川 引地川 境川 引地川 境川
No.1 240 250 500
No.2 250 250 50
No.3 250 200 200
No.4 120 120 200
No.5 140 100 200
No.6 140 240 500
No.7 100 150 115
No.8 250 120

1,350 140 790 640 250 1,515

R4年度R3年度R2年度

合計
1,490 1,430 1,765
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取 組 内 容

対策内容 実施主体
工 程

短期 中期 中長期

立地適正化計画の
推進 藤沢市

災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくり
【立地適正化計画の推進】

被害対象を
減少させる
ための対策

● 藤沢市では、防災・福祉・医療・子育て・商業・環境・交通・住宅などの様々な課題、現状施策を踏ま
えたうえで、少子超高齢社会等への対応や今後も安定的な都市運営が求められる中で持続可能なまちづく
りを進めていくとともに、藤沢市都市マスタープランで定めた将来都市構造の具現化に向けた取組をさら
に推進することを目的に、平成29年３月に立地適正化計画を策定した。

● 近年、気候変動の影響等により自然災害が頻発・激甚化している中、災害ハザードエリアにおける防災
対策・安全確保策などを定める「防災指針」の作成等に取り組んでいる。

藤沢市

引地川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

藤沢市、大和市、海老名市

■まちづくりの方針
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取 組 内 容

対策内容 実施主体
工 程

短期 中期 中長期

危機管理型水位計・簡易
河川監視カメラの設置 神奈川県

避難体制等の強化
【危機管理型水位計の設置】

被害の軽減、
早期復旧・復興
のための対策

● 住民の適切な避難判断のための水位情報提供を目的に、これまで水位計の無かった箇所でも水位把握で
きるよう、洪水時の水位観測に特化した低コストな水位計を設置することで、出水時の水位観測により避
難体制の強化を図る。

神奈川県

引地川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

神奈川県

・ 洪水が発生した際に、河川周辺の住民の皆様が避難する際に、役立てて
いただくために設置する水位計。

・ 河川が未整備のため注意を要する箇所や、学校や病院など、重要な施設

が周辺にある箇所に設置。

■危機管理型水位計とは ■危機管理型水位計の設置事例

■県ホームページから水位状況を確認することが可能 危機管理型水位計
引地川 下土棚

6



取 組 内 容

避難体制等の強化
【マイ・タイムラインの取組推進】

被害の軽減、
早期復旧・復興
のための対策

● マイ・タイムラインとは、洪水などの災害が発生した際に、「いつ」「何をするのか」を整理した個人
の防災計画であり、住民一人ひとりがとる防災行動を時系列で整理し、あらかじめ取りまとめておくこと
で、避難判断のサポートツールとして役立つものである。

● 綾瀬市では、市内の各地区で実施される自主防災訓練や、中学生への防災講座等により、マイ・タイム
ラインや洪水浸水ハザードマップなどの説明を実施している。

綾瀬市

引地川流域において、上記と類似・同様な取組を実施している自治体

綾瀬市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市

中学生への防災講座の状況

対策内容 実施主体
工 程

短期 中期 中長期

マイタイムライン
の取組推進 綾瀬市

マイタイムラインの説明資料や記載例

7



今後のスケジュールについて
【時 期】 【実施内容】

■流域治水協議会（二級水系：４ブロックに分割してWeb会議）
・流域治水プロジェクト及び規約の更新（案）の公表に向けた調整
・取組事例集の公表に向けた調整 等

令和５年度以降も継続的にフォローアップを実施していく

令和５年３月23日
24日

令和３年３月 引地川水系流域治水プロジェクトの公表

令和３年９月 帷子川水系、大岡川水系、境川水系、酒匂川水系流域治水プロジェクトの公表

令和４年３月 田越川水系、金目川水系、葛川水系、森戸川水系、早川水系
流域治水プロジェクトの公表

令和５年３月１日
～３月15日

■流域治水協議会幹事会（二級水系）
・流域治水プロジェクト及び規約の時点更新（案）の作成
・事業間連携に向けたアンケート調査（水路管理者・下水道管理者のみ）

■流域治水プロジェクト等の公表【ホームページ公表】（記者発表なし）令和５年３月末

当面の公表予定である１1水系について「流域治水プロジェクト」の公表が完了

資料４
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No. 水系名 協議会構成団体 協議会設立状況 PJ公表状況
一級水系 ３水系／全３水系

1 多摩川 国、東京都、神奈川県、山梨県、31市町村 既存協議会 当初令和３年３月30日
更新令和４年３月31日

2 鶴見川 国、東京都、神奈川県、４市 既存協議会 当初令和３年３月30日
更新令和４年３月31日

3 相模川 国、神奈川県、山梨県、24市町村 令和２年８月19日 当初令和３年３月30日
更新令和４年３月31日

二級水系 11水系／全23水系

1 引地川
神奈川県、藤沢市、茅ケ崎市、大和市、海老名市、
座間市、綾瀬市

既存協議会 令和３年３月30日

2 境川
神奈川県、東京都、横浜市、相模原市、鎌倉市、
藤沢市、大和市、町田市

既存協議会 令和３年９月22日

3 帷子川 神奈川県、横浜市 令和３年３月26日 令和３年９月22日

4 大岡川 神奈川県、横浜市 令和３年３月26日 令和３年９月22日

5 酒匂川
神奈川県、小田原市、秦野市、南足柄市、大井町、
松田町、山北町、開成町、国

令和３年３月26日 令和３年９月22日

6 田越川 神奈川県、逗子市 令和３年６月25日 令和４年３月30日

7 金目川
神奈川県、平塚市、秦野市、厚木市、伊勢原市、
大磯町、中井町、国

令和３年８月13日 令和４年３月30日

8 葛川 神奈川県、平塚市、秦野市、大磯町、二宮町、中井町 令和３年８月13日 令和４年３月30日

9 森戸川 神奈川県、小田原市、大井町、松田町 令和３年10月28日 令和４年３月30日

10 山王川 神奈川県、小田原市 令和３年10月28日 令和４年３月30日

11 早川 神奈川県、小田原市、箱根町、国 令和３年10月28日 令和４年３月30日

本県における流域治水の取組状況 参 考



33

◇流域治水プロジェクトの策定状況
凡 例

策定済み（１級水系）
１級水系 ❶多摩川水系

➋鶴見川水系
➌相模川水系

【３水系策定／全３水系】

策定済み（２級水系）
２級水系 ①引地川水系

②帷子川水系
③大岡川水系
④境川水系
⑤酒匂川水系
⑥田越川水系
⑦金目川水系
⑧葛川水系
⑨森戸川水系
⑩山王川水系
⑪早川水系

【11水系策定／全23水系】

※ 残りの水系については、流域自治体
からの要望や河川整備計画の策定状況
等を踏まえ、適宜追加していく予定。

R5.3.23時点

❶

➋鶴見川水系

⑤酒匂川水系

①
引
地
川
水
系

②帷子川水系

③
大
岡
川
水
系

④
境
川
水
系

⑥
田
越
川
水
系

⑦金目川水系

⑪早川水系
⑩
山
王
川
水
系

⑧
葛
川
水
系

⑨
森
戸
川
水
系

➌相模川水系

本県における流域治水の取組状況 参 考



　　

流域治水対策等の主な支援事業

令和４年４月

流域治水の推進に向けた
関係省庁実務者会議

内閣府・金融庁・財務省・総務省・消防庁・文部科
学省・厚生労働省・農林水産省・林野庁・水産庁・
経済産業省・資源エネルギー庁・中小企業庁・国土
交通省・気象庁・環境省

67140993
テキストボックス
資料５-１



流域治水対策等の主な支援事業 ※建政順にて記載。令和４年４月時点

内容 支援策 交付金等 交付対象事業 所管官庁 支援先 詳細（HP）

利水ダム等における事前放流の更
なる推進

特別交付
税措置

事前放流に伴う損失補填

二級水系の河川管理者である都道府県
が利水ダム等の事前放流に伴う損失補
填を
行う場合に特別交付税措置（措置率
0.8）を講じる。（一級水系の都道府県所
管の多目的ダムも同様）

総務省 河川管理者
https://www.mlit.go.jp/page/content/001379033.pdf

※P4参照

直轄 国営かんがい排水事業

施設更新に合わせた洪水調節機能の強
化に資する施設整備等
市街地・集落を含む農村地域の排水を
担う排水施設の整備

農林水産省 直轄事業

PR版
https://www.maff.go.jp/j/nousin/soumu/yosan/R3_hojyo/at
tach/pdf/R3_hojyo-143.pdf
実施要綱
https://www.maff.go.jp/j/nousin/nn_R3_youkou/attach/pdf/
youkou-25.pdf
実施要領
https://www.maff.go.jp/j/nousin/nn_R3_youkou/attach/pdf/
youkou-36.pdf

補助金 水利施設等保全高度化事業

施設更新に合わせた洪水調節機能の強
化に資する施設整備等
農業用ダムにおける水利用の調査及び
洪水調節効果の検証等
市街地・集落を含む農村地域の排水を
担う排水施設の整備

農林水産省
地方公共団体等
（県、市町村、改
良区）

https://www.maff.go.jp/j/g_biki/hojyo/21_01_00_045001001.h
tml

補助金 水資源機構かんがい排水事業

施設更新に合わせた洪水調節機能の強
化に資する施設整備等
農業用ダムにおける水利用の調査及び
洪水調節効果の検証等

農林水産省
独立行政法人（水
資源機構）

https://www.maff.go.jp/j/nousin/nn_R3_youkou/attach/pdf/
youkou-52.pdf

補助金 農村地域防災減災事業
洪水調節機能の強化に資するため池整
備等

農林水産省
地方公共団体等
（県、市町村、改
良区）

PR版
https://www.maff.go.jp/j/nousin/soumu/yosan/R3_hojyo/at
tach/pdf/R3_hojyo-96.pdf
実施要綱
https://www.maff.go.jp/j/nousin/nn_R3_youkou/attach/pdf/
youkou-65.pdf
実施要領
https://www.maff.go.jp/j/nousin/nn_R3_youkou/attach/pdf/
youkou-183.pdf

利水ダムの事前放流の強化 補助金 利水ダム治水機能施設整備費補助
利水ダム設置者が事前放流を行うため
に必要となる放流施設の整備等を行う事
業

国土交通省

利水ダム設置者
（民間事業者、地
方公共団体、公
営企業局　等）

https://www.mlit.go.jp/river/dam/dam_risui.html

利水ダム等における事前放流の更
なる推進

税制特例
事前放流のために整備される利水ダム
の放流施設に係る特例措置(固定資産
税等)

事前放流のために利水ダムの放流施設
を整備した場合に、民間事業者等が整
備
する当該施設の治水に係る部分の固定
資産税を非課税とする

国土交通省

民間事業者等（民
間事業者、地方
公共団体、公営
企業局　等）

https://www.mlit.go.jp/page/content/001379033.pdf

※P4参照

補助金 農業競争力強化農地整備事業
水田の貯留機能向上のための「田んぼ
ダム」等に取り組む地域で実施される農
地整備

農林水産省
地方公共団体等
（県、市町村、改
良区）

https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutiseibi/

補助金 農地中間管理機構関連農地整備事業
水田の貯留機能向上のための「田んぼ
ダム」等に取り組む地域で実施される農
地整備

農林水産省
地方公共団体等
（県、市町村、改
良区）

https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutiseibi/

補助金 中山間地域農業農村総合整備事業
水田の貯留機能向上のための「田んぼ
ダム」等に取り組む地域で実施される農
地整備

農林水産省
地方公共団体
（県、市町村）

https://www.maff.go.jp/j/nousin/seibi/sogo/s_seibi/index2.h
tml

交付金 農地耕作条件改善事業
水田の貯留機能向上のための「田んぼ
ダム」等に取り組む地域で実施される農
地整備

農林水産省
地方公共団体等
（県、市町村、改
良区）

https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutiseibi/

交付金 多面的機能支払交付金
水田の雨水貯留機能の強化（「田んぼダ
ム」）を推進する活動

農林水産省

市町村長が事業
計画を認定した活
動組織又は広域
活動組織

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html

直轄 国営農用地再編整備事業

洪水調節機能の強化に資する排水施設
の整備
水田の貯留機能向上のための「田んぼ
ダム」等に取り組む地域で実施される農
地整備

農林水産省 直轄事業
https://www.maff.go.jp/j/nousin/soumu/yosan/R3_hojyo/at
tach/pdf/R3_hojyo-120.pdf

交付金 中山間地域等直接支払交付金

中山間地域等において、農業生産条件
の不利を補正することにより、将来に向
けて農業生産活動を維持するための活
動

農林水産省
市町村長が事業
計画を認定した農
業者団体等

http://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/index.h
tml

交付金 多面的機能支払交付金
水田の雨水貯留機能の強化（「田んぼダ
ム」）を推進する活動

農林水産省

市町村長が事業
計画を認定した活
動組織又は広域
活動組織

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html

農業水利施設の活用

水田の貯留機能向上

農地の保全

利水ダムを含む既
存ダムの洪水調節
機能の強化

流域の雨水貯留浸
透機能の向上・遊
水機能の保全



補助金等 森林整備事業

森林の水源涵養機能（洪水緩和機能）の
発揮等を目的とした、森林所有者等や国
立研究開発法人森林研究・整備機構の
実施する間伐等の森林整備やこれに必
要な路網整備

林野庁 地方公共団体
http://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/zourinkikaku/shinrinseibi
_aramashi.html

補助金等 治山事業
荒廃渓流の安定化や崩壊地の復旧のた
めの治山ダム等治山施設の設置や保安
林の整備等

林野庁 都道府県 https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_3.html

農地等の貯留機能の活用 税制特例
貯留機能保全区域の指定に係る特例措
置（固定資産税・都市計画税）

貯留機能保全区域の指定を受けた土地
に係る固定資産税及び都市計画税につ
いて、指定後3年間、課税標準を2/3～
5/6とする。

国土交通省 土地所有者
https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/gaiyou/yosan
/r04/yosangaiyou_r401.pdf

https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/gaiyou/yosan
/r04/yosangaiyou_r401.pdf
※詳細については、担当課にお問い合わせください。
（担当：国土交通省　水管理・国土保全局　治水課）

雨水貯留浸透施設
特別交付
税措置

特定都市河川浸水被害対策推進事業

当該事業で民間事業者等が実施する雨
水貯留浸透施設の整備費用の一部を都
道府県等が負担する場合、負担額の5割
について特別交付税措置を講ずる

国土交通省
地方公共団体（都
道府県等）

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P377参照

雨水貯留浸透施設
（特定都市河川浸水被害対策法に
基づき指定された特定都市河川流
域において同法第11条に基づく認
定計画に基づき設置されたもの）

税制特例
浸水被害対策のための雨水貯留浸透施
設の整備に係る特例措置（固定資産税）

流域内の浸水被害を防止・軽減させるた
め、特定都市河川浸水被害対策法に基
づく認定計画に基づき民間事業者等が
整備する雨水貯留浸透施設について、
固定資産税の課税標準を1/6～1/2とす
る。

国土交通省 民間事業者等

https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/gaiyou/yosan
/r04/yosangaiyou_r401.pdf
※制度の詳細については、担当課にお問い合わせください。
（担当：国土交通省　水管理・国土保全局　治水課）

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P84参照

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P71参照

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P330参照

100mm/h安心プラン －
本プランを策定することにより、
・交付金重点配分対象
・流域貯留浸透事業の交付要件緩和等

＜策定主体＞
市町村および河川管理者、下水道管理
者等

国土交通省

＜策定主体＞
市町村および河
川管理者、下水
道管理者等

https://www.mlit.go.jp/river/kasen/main/100mm/

流域治水型の災害復旧制度（輪中
堤、遊水地の整備）の創設（令和４
年度～）

-
災害復旧事業
災害復旧事業査定設計委託費補助

・河川整備計画への位置づけや土地利
用規制を条件として、災害復旧事業によ
り、下流における追加の改修を必要とし
ない対策（輪中堤、遊水地の整備）を実
施可能にする。
・加えて、輪中堤、遊水地に係る査定設
計委託費を補助

国土交通省
地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/gaiyou/yosan
/r04/yosangaiyou_r401.pdf
※p14「流域治水型災害復旧制度の創設」をご参照ください

直轄
国営かんがい排水事業
※再掲

施設更新に合わせた洪水調節機能の強
化に資する施設整備等
市街地・集落を含む農村地域の排水を
担う排水施設の整備

農林水産省 直轄事業

PR版
https://www.maff.go.jp/j/nousin/soumu/yosan/R3_hojyo/at
tach/pdf/R3_hojyo-143.pdf
実施要綱
https://www.maff.go.jp/j/nousin/nn_R3_youkou/attach/pdf/
youkou-25.pdf
実施要領
https://www.maff.go.jp/j/nousin/nn_R3_youkou/attach/pdf/
youkou-36.pdf

補助金
水利施設等保全高度化事業
※再掲

施設更新に合わせた洪水調節機能の強
化に資する施設整備等
農業用ダムにおける水利用の調査及び
洪水調節効果の検証等
市街地・集落を含む農村地域の排水を
担う排水施設の整備

農林水産省
地方公共団体等
（県、市町村、改
良区）

https://www.maff.go.jp/j/g_biki/hojyo/21_01_00_045001001.h
tml

直轄 国営総合農地防災事業

市街地・集落を含む農村地域の排水を
担う排水施設の整備や洪水調節機能の
強化に資する施設の整備等

農林水産省 直轄事業

PR版
http://www.maff.go.jp/j/nousin/soumu/yosan/R3_hojyo/att
ach/pdf/R3_hojyo-127.pdf
実施要綱
http://www.maff.go.jp/j/nousin/nn_R3_youkou/attach/pdf/y
oukou-45.pdf
実施要領
http://www.maff.go.jp/j/nousin/nn_R3_youkou/attach/pdf/y
oukou-90.pdf

直轄
国営農用地再編整備事業
※再掲

洪水調節機能の強化に資する排水施設
の整備
水田の貯留機能向上のための「田んぼ
ダム」等に取り組む地域で実施される農
地整備

農林水産省 直轄事業
https://www.maff.go.jp/j/nousin/soumu/yosan/R3_hojyo/at
tach/pdf/R3_hojyo-120.pdf

交付金

補助金

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P67参照

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P71参照

森林の浸透・保水機能の発揮

雨水貯留浸透施設

・貯留・浸透機能を持つ施設の整
備
・既設の調整池、池沼又は溜め池
の改良

補助金 特定都市河川浸水被害対策推進事業
特定都市河川流域において、浸水被害
の防止のための雨水貯留浸透施設の整
備

国土交通省

地方公共団体
(都道府県､市町
村)、民間事業者
等

交付金 流域貯留浸透事業
一級河川又は二級河川の流域内におい
て、貯留若しくは浸透又はその両方の機
能を持つ施設の整備

国土交通省

地方公共団体
(都道府県､市町
村)、民間事業者
等

地方公共団体が助成する雨水流
出抑制施設　等

交付金 新世代下水道支援事業

水循環を良好な状態に維持・回復する施
策を支援していくため、または雨天時に
公共用水域に流入する汚濁負荷の削減
を図るための下水道施設の整備

国土交通省
地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

海岸事業
高潮・高波等に対する防災・減災を目的
として、地方公共団体等が行う海岸保全
施設の整備等

農林水産省
国土交通省

海岸管理者（都道
府県等）

（農林水産省）
https://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/oomori/n-
koufukin.html
※別紙11（海岸保全施設に係る運用）参照
（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P421～426参照

・雨水貯留浸透施設

地方公共団体が助成する
・透水性舗装
・防水ゲート、止水板　　等

交付金 下水道浸水被害軽減総合事業

内水浸水リスクの高い地区等において、
下水道浸水被害軽減総合計画に基づき
ハード・ソフト含めて総合的に実施する
都市浸水対策

国土交通省
地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

雨水貯留浸透施設

・住宅宅地事業と関連して整備が必要
となる防災調整池　等

交付金 住宅市街地基盤整備事業
住宅宅地事業に関連する一級河川又は二
級河川における、計画高水流量を低減する
調節池等の整備等

国土交通省 地方公共団体

交付金 通常の下水道事業
公共下水道、流域下水道又は都市下水
路の設置又は改築に関する事業

国土交通省
地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

交付金 下水道浸水被害軽減総合事業　（再掲）

内水浸水リスクの高い地区等において、
下水道浸水被害軽減総合計画に基づき
ハード・ソフト含めて総合的に実施する
都市浸水対策

国土交通省
地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

氾濫が発生した場
合でも、氾濫量の抑
制や水防活動等に
より被害を軽減

農業水利施設の活用

海岸保全施設の整備

雨水貯留浸透施設

・各戸貯留
・池沼及びため池　等



https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P77参照

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P84参照

補助金
下水道床上浸水対策事業
（下水道防災事業費補助）

大規模な再度災害防止のための下水道
施設の整備

国土交通省
地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

補助金
事業間連携下水道事業
（下水道防災事業費補助）

河川事業と連携して実施する下水道施
設の整備

国土交通省
地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

補助金
大規模雨水処理施設整備事業
（下水道防災事業費補助）

雨水処理を担う大規模な下水道施設の
整備

国土交通省
地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

補助金
官民連携浸水対策下水道事業
（下水道防災事業費補助）

公共下水道管理者等の認定を受けた民
間の雨水貯留浸透施設の整備

国土交通省 民間事業者等

税制特例
浸水被害対策のための雨水貯留浸透施
設の整備に係る特例措置（固定資産税）

浸水被害対策区域において、下水道法
に基づく認定計画に基づき民間事業者
等が整備した雨水貯留浸透施設につい
て、固定資産税の課税を1/6～1/2に軽
減

国土交通省 民間事業者等

https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/gaiyou/yosan
/r03/yosangaiyou_r301.pdf
※制度の詳細については、担当課にお問い合わせください。
（担当：国土交通省　水管理・国土保全局　下水道部）

100mm/h安心プラン －

本プランを策定することにより、
・交付金重点配分対象
・流域貯留浸透事業の交付要件緩和等
※再掲

＜策定主体＞
市町村および河川管理者、下水道管理
者等

国土交通省

＜策定主体＞
市町村および河
川管理者、下水
道管理者等

https://www.mlit.go.jp/river/kasen/main/100mm/

治山事業 補助金
治山事業
※再掲

荒廃渓流の安定化や崩壊地の復旧のた
めの治山ダム等治山施設の設置や保安
林の整備等

林野庁 都道府県 https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_3.html

砂防堰堤、床固工群等の整備 交付金 通常砂防(・火山砂防)事業

流域における荒廃地域の保全及び土石
流や火山噴火等に伴う火山泥流、火砕
流、溶岩流等の土砂災害から下流部に
存在する人家、公共施設等を守ることを
主たる目的とし、砂防堰堤等の砂防設備
の整備を実施する事業

国土交通省
地方公共団体(都
道府県)

https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/sabo/pdf/outline
_of_sabo_works_2022.pdf

排水施設、擁壁等の地すべり防止
施設の整備

交付金 地すべり対策事業

人家、公共建物、河川、道路等の公共施
設等に対する地すべり等による被害を除
却し、又は軽減し、国土の保全と民生の
安定に資することを目的とし、排水施
設、擁壁その他の地すべり防止施設等
を新設し、又は改良する事業、その他地
すべり等を防止するために実施する事
業

国土交通省
地方公共団体(都
道府県)

https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/sabo/pdf/outline
_of_sabo_works_2022.pdf

擁壁工、排水工等の急傾斜地崩
壊防止施設の整備

交付金 急傾斜地崩壊対策事業

急傾斜地の崩壊による災害から国民の
生命を保護し、もって民生の安定と国土
の保全とに資することを目的とし、擁壁
工、排水工及び法面工等急傾斜地崩壊
防止施設の設置、その他急傾斜地の崩
壊を防止するために実施する事業

国土交通省
地方公共団体(都
道府県)

https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/sabo/pdf/outline
_of_sabo_works_2022.pdf

土砂・洪水氾濫が生じた場合の危
険性が著しく高い流域等における
砂防関係施設の整備

補助金 大規模特定砂防等事業

土砂・洪水氾濫対策計画等に位置付け
られた大規模な基幹施設、および本事
業の整備効果を高めるために都道府県
が都道府県単独事業や交付金事業を実
施中、又は実施見込みの箇所における
事業

国土交通省
地方公共団体(都
道府県)

https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/sabo/pdf/outline
_of_sabo_works_2022.pdf

異なる事業の連携が必要となる箇
所において、砂防関係施設の整備

補助金 事業間連携砂防等事業

河川事業や道路事業と連携した土砂・洪
水氾濫対策、道路保全対策、河道閉塞
対策のための砂防関係施設の整備を実
施する事業

国土交通省
地方公共団体(都
道府県)

https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/sabo/pdf/outline
_of_sabo_works_2022.pdf

住居や基礎的な公共インフラを集
約しようとする地域を優先的に保
全する砂防関係施設の整備

補助金 まちづくり連携砂防等事業

都市再生特別措置法に基づく立地適正
化計画において、居住誘導区域として指
定された区域、もしくは指定しようとする
区域、または居住誘導区域を接続する
主要幹線道路、鉄度等を保全する事業

国土交通省
地方公共団体(都
道府県)

https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/sabo/pdf/outline
_of_sabo_works_2022.pdf

二線堤整備 交付金
https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf

家屋移転 交付金
※交付対象事業の要件P419参照

二線堤整備 補助金 特定都市河川浸水被害対策推進事業
浸水被害防止区域又は貯留機能保全区
域の指定にあわせた地方公共団体や民
間事業者等による二線堤の築造等

国土交通省

地方公共団体
(都道府県､市町
村)、民間事業者
等

https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/gaiyou/yosan
/r04/yosangaiyou_r401.pdf

二線堤整備
特別交付
税措置

特定都市河川浸水被害対策推進事業

当該事業で民間事業者等が実施する二
線堤の整備費用の一部を都道府県等が
負担する場合、負担額の5割について特
別交付税措置を講ずる

国土交通省
地方公共団体（都
道府県等）

宅地嵩上げ 交付金 土地区画整理事業

立地適正化計画に位置付けた防災対策
として実施する土地区画整理事業につ
いて、一定の要件を満たす場合に、土地
の嵩上げ費用を都市再生区画整理事業
の補助限度額へ算入可能

国土交通省 地方公共団体
https://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/shuhou/kukakuseiri/
kukakuseiri01.htm

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件　P244参照
※詳細については、担当課にお問い合わせください。
（住宅局住宅総合整備課住環境整備室）

交付金 都市水害対策共同事業
下水道事業と河川事業とが連携・共同し
て行う、相互の施設をネットワーク化する
ための管渠、ポンプ施設等の整備

国土交通省
地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

交付金 新世代下水道支援事業　（再掲）

水循環を良好な状態に維持・回復する施
策を支援していくため、または雨天時に
公共用水域に流入する汚濁負荷の削減
を図るための下水道施設の整備

国土交通省
地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

総合流域防災事業
（洪水氾濫域減災対策事業）

流域単位を原則として、包括的に水害・
土砂災害対策の施設整備等及び災害関
連情報の提供等のソフト対策を実施する
事業

国土交通省
地方公共団体
（市町村）

水災害リスクのある場所を含む地区
における住環境の整備

交付金 小規模住宅地区改良事業

地方公共団体が移転勧告等を行った住宅
等、不良住宅が集合する地区における住環
境の整備改善又は災害の防止のための不
良住宅の除却、従前居住者向けの住宅の建
設、生活道路等の整備等

国土交通省 地方公共団体

下水道施設（雨水管、雨水ポンプ、
雨水貯留施設等）の整備、耐震
化、耐水化

洪水時に大量に流
出する土砂・流木の
捕捉等

リスクの高い区域に
おける土地利用・す
まい方の工夫



https://www.mlit.go.jp/page/content/001320178.pdf
※P30参照

補助金 都市構造再編集中支援事業

病院・福祉施設等の都市機能誘導施設
の安全なまちなかへの移転等を促進す
るため、市町村や民間事業者等が行う
施設整備等

国土交通省
地方公共団体（市
町村）、民間事業
者等

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001359522.pdf

補助金 防災集団移転促進事業

住民の生命等を災害から保護するため、
住民の居住に適当でないと認められる
区域内にある住居の集団的移転を促進
することを目的として、地方公共団体が
行う住宅団地の整備等

国土交通省 地方公共団体 https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001475362.pdf

補助金
集約都市（コンパクトシティ）形成支援事
業

立地適正化計画に記載された防災指針
に即した居住誘導区域外の災害ハザー
ドエリアから、居住誘導区域内への居住
機能の移転促進に向けた調査・評価を
実施する事業

国土交通省 地方公共団体 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000054.html

交付金 がけ地近接等危険住宅移転事業

がけ崩れ、出水、津波、高潮等の危険か
ら住民の生命を確保するため、災害危険
区域等にある既存不適格住宅等の移転
に対して支援する事業

国土交通省 地方公共団体
https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P357参照

建築物改修等 交付金
災害危険区域等建築物防災改修等事
業

災害危険区域等を指定しやすい環境整
備及び区域内における既存不適格建築
物等の安全性向上のため、災害危険区
域等に存する既存不適格建築物等につ
いて、建築制限に適合させる改修等に対
して支援する事業

国土交通省 地方公共団体
https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P359参照

既存住宅の浸水対策改修 補助金 長期優良住宅化リフォーム推進事業
既存住宅の浸水対策改修による防災性
の向上

国土交通省 民間事業者等 https://www.kenken.go.jp/chouki_r/

立地適正化計画の作成 補助金
集約都市（コンパクトシティ）形成支援事
業

「流域治水」の考え方なども踏まえ、立地
適正化計画において居住誘導区域等の
防災・減災対策を定める「防災指針」の
作成を支援する事業

国土交通省 地方公共団体等 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000054.html

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P470参照

交付金 水害リスク情報整備推進事業

全ての一級、二級河川のうち、防災・安
全交付金による河川事業（ハード整備）
を実施していない河川で、洪水浸水想定
区域図や洪水ハザードマップの作成・印
刷を支援するもの

国土交通省
地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

交付金 内水浸水リスクマネジメント推進事業

浸水シミュレーションによる内水浸水想
定区域図の作成、避難行動等に資する
情報・基盤整備、雨水管理総合計画の
策定　を行う事業

国土交通省
地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

交付金 津波・高潮危機管理対策緊急事業
ソフト対策（津波防災地域づくりに関する
法律等に基づく区域指定に資する調査
等）

農林水産省
国土交通省

海岸管理者（都道
府県等）

（農林水産省）
https://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/oomori/n-
koufukin.html
※別紙11（海岸保全施設に係る運用）参照
（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P424～426参照

交付金 公立学校施設整備費
公立学校施設において、雨水貯留槽や
暗渠排水機能等、防災機能を向上させ
るための整備

文部科学省
地方公共団体（都
道府県、市区町
村）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/main11_a2.h
tm

交付金 認定こども園施設整備交付金
認定こども園における貯水槽や暗渠排
水機能等、防災機能を向上させるための
整備

文部科学省
地方公共団体（都
道府県）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/1398182.
htm

補助金 国立大学法人等施設整備費補助金
国立大学法人等が行う雨水貯留槽や暗
渠排水設備等、防災機能を向上させる
ための整備

文部科学省

国立大学法人等
施設管理者（国立
大学法人、独立
行政法人）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/kokuritu/index.htm

補助金 私立学校施設整備費補助金
私立学校（幼～大）施設における貯水槽
や暗渠排水機能等、防災機能を向上さ
せるための整備

文部科学省
私立学校施設設
置者

（高校等）
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/
002/003/001.htm
（大学等）
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/
002/002/015.htm

避難路・避難場所等の整備 交付金 都市防災総合推進事業
避難路や避難場所となる公共施設の整
備や防災まちづくり計画の策定等に対す
る支援

国土交通省 地方公共団体 https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001475450.pdf

交付金 市街地再開発事業等
市街地再開発事業等における防災関連
施設を含めた共同施設の整備

国土交通省 地方公共団体等 https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf

交付金 津波・高潮危機管理対策緊急事業
津波対策としての管理用通路の整備、
避難用通路の設置（堤防スロープ等）

農林水産省
国土交通省

海岸管理者（都道
府県等）

（農林水産省）
https://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/oomori/n-
koufukin.html
※別紙11（海岸保全施設に係る運用）参照
（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P424～426参照

避難場所の確保 補助金
地域防災拠点建築物整備緊急促進事
業

地域の防災拠点となる建築物の整備を
促進するため、大規模な建築物の耐震
化並びに災害時に発生する避難者及び
帰宅困難者等を一時的に受け入れる施
設の整備をワンパッケージで支援

国土交通省
地方公共団体、
民間事業者等

都市安全確保拠点の整備 交付金 都市安全確保拠点整備事業

災害時に都市の機能を維持するための
拠点市街地（都市計画法に規定する「一
団地の都市安全確保拠点施設」に限
る。）を整備するために支援を行う事業を
いう。

国土交通省 地方公共団体 https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf

交付金 効果促進事業

基幹事業（流域内のハード対策等）と一
体となったソフト対策として、浸水想定区
域図、ハザードマップ等の作成・印刷を
支援するもの。

国土交通省
地方公共団体
（都道府県、市町
村）

二線堤保全 税制特例
浸水被害軽減地区の指定に係る特例措
置

浸水被害軽減地区の指定を受けた土地
の所有者に対し、当該土地に係る固定
資産税及び都市計画税を減免

国土交通省

学校及びスポーツ施設の防災機能
の向上

避難通路等の整備

安全な避難先の確
保

災害ハザードエリアからの移転

土地の水災害リス
ク情報の充実

浸水想定区域図、ハザードマップ
等作成



交付金 医療施設浸水対策事業

浸水想定区域等に所在し、地域の医療
提供体制の観点から浸水想定区域等か
ら移転することができない政策医療実施
機関等が行う医療用設備や電気設備の
移設や止水板等の設置等の浸水対策

厚生労働省 民間事業者

交付金 次世代育成支援対策施設整備交付金
児童福祉施設等における防災・減災対
策を推進するため、社会福祉法人等が
行う施設整備

厚生労働省
地方公共団体（都
道府県、市区町
村）

交付金 保育所等整備交付金
保育所等における防災・減災対策を推進
するため、社会福祉法人等が行う施設
整備

厚生労働省
地方公共団体（都
道府県、市区町
村）

補助金 社会福祉施設等施設整備費補助金
障害者支援施設等における防災・減災
対策を推進するため、社会福祉法人等
が行う施設整備

厚生労働省
地方公共団体（都
道府県、指定都
市、中核市）

交付金
地域介護・福祉空間整備等施設整備交
付金
（水害対策強化事業）

高齢者施設等における防災・減災対策を
推進するため、高齢者施設等が行う水
害対策に伴う改修等

厚生労働省
地方公共団体（都
道府県、市区町
村）

事業継続力強化計画認定制度
税制特例
交付金

中小企業防災・減災投資促進税制
中小企業強靱化対策事業 (中小機構運
営費交付金)

中小企業が行う防災・減災の事前対策
に関する計画

中小企業庁
民間事業者（中小
企業・小規模事業
者）

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokury
oku.htm#seido

環境整備 交付金 統合河川環境整備事業

指定区間内の一級河川又は二級河川等
の魚道の整備や自然環境の保全・復
元、「水辺の楽校プロジェクト」や「かわま
ちづくり支援制度」に位置づけられた整
備

国土交通省
地方公共団体
(都道府県､市町
村)

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P242参照

グリーンボンド 補助金
適応プロジェクト等のグリーンプロジェク
トの活性化に向けたグリーンボンド等促
進体制整備支援事業

気候変動への適応、環境イノベーション
に向けた研究開発、循環経済ビジネス
等のグリーンプロジェクトを資金使途とす
るグリーンボンド、グリーンローン又はサ
ステナビリティボンドの発行等への支援

環境省 民間事業者
http://greenfinanceportal.env.go.jp/bond/activation_promoti
on_support/basic_scheme.html

経済被害の軽減

要配慮者利用施設（医療機関、社
会福祉施設等）の浸水対策

自然環境の持つ多
様な機能を活かす
グリーンインフラの
活用
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流域治水施策集
目 的 と そ れ ぞ れ の 役 割
ver1.0 水害対策編
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目的 施策 実施主体

流域治水施策集 河川区域の対策 集水域の対策 氾濫域の対策

避難の確保（平時） ●河川管理者
●下水道管理者　●市町村

���リスク空白域の解消
（浸水想定区域・ハザードマップ）

避難の確保（災害時） ●市町村　●個人
●気象庁　●河川管理者

���迅速・円滑な避難
（避難のための情報発信）

���

�� 用排水施設・ポンプ（農業水利施設）

●施設管理者�� 排水施設・ポンプ（普通河川・水路）

内水の排除
（排水元の管理者の責任で
 設置・管理することが原則）

●下水道管理者
●国・都道府県
●農業水利施設管理者 等

�� 排水施設・ポンプ（下水道）

河川への流出抑制
市街地等の浸水の防止

●市町村・都道府県�� 雨水貯留浸透施設（調整池・公共施設）

貯留機能の保全（浸水の許容） ●都道府県等���貯留機能保全区域

農地等の浸水の防止 ●農業者���「田んぼダム」

新たな居住に対し、
立地を規制する
居住者の人命を守る

●都道府県���浸水被害防止区域

●市町村・都道府県���災害危険区域

排水区域内の浸水の防止 ●下水道管理者�� 雨水貯留浸透施設（下水道）

市街地等の浸水の防止 �	 雨水貯留浸透施設（民間施設）

氾濫拡大の抑制 ●水防管理者��
浸水被害軽減地区（盛土構造物等）

災害復旧（洪水氾濫の防止） ●河川管理者���流域治水型災害復旧（遊水地・輪中堤）

●市町村　●施設管理者���要配慮者利用施設の避難確保計画・
訓練

農地等の浸水の防止 ●市町村・都道府県
●農業者

��
ため池の活用

防災まちづくり ●市町村���居住誘導区域、防災指針

１
氾
濫
を
防
ぐ
・
減
ら
す

２
被
害
対
象
を
減
ら
す

３
被
害
の
軽
減
・
早
期
復
旧
等

洪水氾濫の防止 ●河川管理者�� 河道掘削・築堤・引堤・放水路、
ダム・遊水地、輪中堤

●ダム管理者�� ダム事前放流

��	高台まちづくり 避難路・避難施設等の確保 ●市町村

●民間事業者・個人

施策コラム①霞堤の活用 ... p.9 施策コラム②特定都市河川 ... p.19 施策コラム③水害リスクマップ ... p.28

●河川管理者�� 排水施設・ポンプ（河川）

経済影響の軽減等 ●市町村・都道府県
●民間事業者

浸水対策（耐水化・止水壁等）

既存の住居に対し、
移転を促す

●市町村���住居の集団移転

●市町村��� 住居の個別移転

既存の住居に対し、
住まい方を工夫する

●市町村・都道府県���住宅等の防災改修
（嵩上げ・ピロティ化等）
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根拠法令等 法定計画等（　）内は運用 予算・税制

流 域 治 水 の 役 割 分 担
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���
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��

���

���

水防法 大規模氾濫減災協議会
（減災に係る取組方針）

大規模氾濫減災協議会
（減災に係る取組方針）
大規模氾濫減災協議会
（減災に係る取組方針）

水害リスク情報整備推進事業
内水浸水リスクマネジメント推進事業 等

災害対策基本法
気象業務法・水防法

土地改良法 土地改良長期計画

--

下水道法

特定都市河川浸水被害対策法
施設に係る法令・条例等

流域水害対策計画

特定都市河川浸水被害対策法 流域水害対策計画 固定資産税等の特例措置

土地改良法
農業の有する多面的機能の
発揮の促進に関する法律

土地改良長期計画

特定都市河川浸水被害対策法 流域水害対策計画 -

建築基準法（規制内容は条例で規定） - -

下水道法 下水道事業計画

下水道法
特定都市河川浸水被害対策法
施設に係る法令・条例等

流域水害対策計画

水防法 - 固定資産税等の特例措置

公共土木施設災害復旧事業費
国庫負担法

（流域治水型災害復旧） 河川等災害復旧事業

水防法 -

-

土地改良法 土地改良長期計画

都市再生特別措置法 立地適正化計画
都市再生整備計画

コンパクトシティ形成支援事業
都市構造再編集中支援事業 等

河川法
特定多目的ダム法
水資源機構法

河川整備計画
多目的ダムの建設に関する
基本計画

河川法、個別の法令等
（電気事業法、土地改良法、水道法等）

ダム洪水調節機能協議会
（治水協定）

都市計画法 - 都市安全確保拠点施設整備事業
固定資産税等の特例措置

下水道事業計画
国営かんがい排水事業
農村地域防災減災事業 等

-

特定都市河川浸水被害対策推進事業
流域貯留浸透事業

農地耕作条件改善事業
多面的機能支払交付金 等

大規模雨水処理施設整備事業 等

下水道浸水被害軽減総合事業
特定都市河川浸水被害対策推進事業 等

農村地域防災減災事業
水利施設管理強化事業 等

一般河川改修事業
直轄ダム建設事業
水資源機構事業 等
利水ダム治水機能施設整備費補助
固定資産税の特例措置

河川法
特定都市河川浸水被害対策法

河川整備計画
流域水害対策計画

流域治水整備事業
特定都市河川浸水被害対策推進事業 等

下水道浸水被害軽減総合事業 等

水防法 大規模氾濫減災協議会
（減災に係る取組方針）

下水道浸水被害軽減総合事業 等
固定資産税の特例措置

※根拠法令等には関連法令も含む

防災のための集団移転促進事業に
係る国の財政上の特別措置等に
関する法律

集団移転促進事業計画 防災集団移転促進事業

- - がけ地近接等危険住宅移転事業

- - 災害危険区域等建築物防災改修等事業

����
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流域治水の推進

特定都市河川の指定による流域治水の本格的実践

流域治水プロジェクト 紹介動画（4分）
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